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1．全血採血基準  

年 齢   下限   上限   1回の採血量   体重（下限）   ヘモグロビン量（下限）  採血間隔   年間採血回数   年間総採血量   

500mL以内＊り   男性：13．5g／dL  
最短 8週間   男性6回  

60歳以上の初回者（施設の医  女性：12．5g／dL  女性4回   
3L  

EU  柑歳～65歳   国の法律によっては17   
歳も考慮  65歳を超えても責任医師の許  

可により継続できる  450mL±10％  男性：13．5g／dLまたは  推奨  

血液量の13％を超  
Ht40％  

推奨 2か月  

えない＊2）  
女性：12．5g／dLまたは  男性4回  

50Kg  Ht38％  女性3回  

60歳以上の初回者（施設の医  

英国  17歳～65歳  17歳は未成年なので 同意書が必要＊   師の判断に任せる） 65歳を超えても毎年 470mL  男性二13．5g／dL（1．055） 女性ニ12 
医師の許  ．5g／dL（1．053）   

可があれば延長できる）  
女性：16週   

フランス  18歳～65歳  初回者は60歳まで   450mL  
男性：13．Og／dL  

8週間   男性5回  
女性二12．Og／dL  女性3回  

16歳の受け入れは各  
州法による。現在50州  500mL以内（検体等  すべての採血種類を  

で538mり   一応50Kg以上   8週間  合計して、体重50～80  

米国  17歳（16歳）～二    のうち27州が受け入れ  なし  （2008年9月時点）ただ  体重当たり   12．5g／dLまたはHt38％  （医師が認めれば  kgの供血看では12」ま  

し一半皿；∴て保三宅草r  10．5mL／Kgを超えな  更に短縮可能）  で体重80kgを超える  
司書ナセ、琴  い   供血看では14，4Lまで   

500mL   60kg   
3か月  

台湾  17歳～65歳   17歳未満は保護者の  65歳以上は医師の同意があれ  男性：13．Og／dし  男性：1．5L  
同意があれば可能  ば延長できる  250mL   男性二50kg  2か月  女性：1L   

女性：45kg  

400mL：柑歳～  ＝う已］」   
400mL   50Kg  

男性：12週  男性ニ3回  

日本  
69歳  65歳以上は60歳～64歳の経験  女性：16週  女性ニ2回   男性】2L  

2001†1」0歳へ  者  男性45Kg  
200mL  4週間   

女性08L  
招請  文1■笠40K巨   女性：4回   

＊採血適否判定者にじり供血ゝプロセス宣明雄㌢‾る知言軋小あると認机られ、インー7十－ムトコンセントを提出した場合、ぁるいは保護者の書面に上る同意がある場合・血確の安全性おょび品ノ削二間十る規則2005   



2．成分採血基準  

国名   種類   1回の採取血渠量   可能年齢   体重   年間採血回数   採血間隔   年間総採血量   血策タンパクおよび血小板   

最大650mL（抗凝固剤を  通常2週間  
血祭   除く）   少なくとも2日間、1週間に2回  血祭収量（抗凝固剤を除   

循環血液量の13％  を超えない  上実施）  

EU  全血と同様   全血と同様  年間25L  
最大650mL（抗凝固剤を  

血小板   除く）  

1週間に1．5Lを超えない   
除く  血小板数15万／〃L以上  Hb測定も  

／  

循環血液量の15％以内  
1と～～bこ）威し刊」坦】は   

60歳まで）   
通常2週間  

50kg以上   少なくとも2日間、1週間に2回   血祭蛋白6＿Og／dL（年1回以  
血祭   （抗凝固剤を除く）  

英国  （但し50～60kgでは  を超えない  血祭収量：年間15L  
上実施）  

成分採血にはイン フォ 24回  

ームドコンセント   通常2週間  1カ月に2．4Lまで  

血小板  循環血液量の15％ が必要  を超えない）  少なくとも2日間、1週間に2回  血小棟数15万／〃L以上   
を超えない  

血祭  650mL   20回   通常2週間  血渠蛋白6．Og／dL（年1回以  

フランス  全血と同様   全血と同様  上実施）  

血小板  600mL  5回   4週間  血小板数15万／〟L以上   

50－67kgの人は625mL 78 全採血種類を合計して、体  

血渠   －79kgで750mL   重50～80kgでは12Lまで、  血祭蛋白6．Og／dL（年1回以  

米国  （抗凝固剤を除く）   
少なくとも2日間、1週間に2回  

成分採血にはイン  50kg  を超えない  14，4Lまで   
500mL  フォームドコンセント  

血小板   80kg以上は600mL  が必要  年間24回  血小板数15万／〃L以上   
（抗凝固剤を除く）  

血祭  500mL   12L   血祭蛋白6．Og／dL  

台湾  全血と同様   50kg  2週間  

血小板  血小板数15万／〃L以上   

300mL～600mL  

血祭   （体重別）   
400ml献血と同様   血小板採血1回を  

日本  
乳性」点せ∴二 貫1■竺4佃増しニ   2回分に換算して 血で  

渠採血と合計  

血小板  J川」†11LL 、∴・J諾  24回   血小板数15万／〃L以上  I 

Hb測定も  

Hb測定も  

b測定も   



3．諸外国の献血下限年齢の整理  

1  
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☆17歳の献血については成人年齢が17歳からの国、または法律で未成年でも同意書があれば可能としている国   
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5．英国のアフェレーーシス供血者同意書  

責任医師または公認看護師（本職招を担当コンサルタントに上り委任さかた）がインフォ  

ーームドコンセントを得る場合〝〕供血者同意書〃）推奨吾式  

プラズマフェレーシス／血小板フェレーシス／赤血球アフェレーンスの説明書類を読み、  

理解し、それに関して質問をする機会を持ったことを確証します。 

（★必要に応じて抹消）  

私は、血液成分分離装置を用いるアフェレーシスによる血祭／血′ト板／赤血球の自発的供  

与を申し出ることをここに認めます。アフェレーシス手順の内容と目的および供血者への  

潜在的リスクを私は、 により説明を受けました：  

私はアフェレ←シスにより血祭／血′ト板／赤血球を供血することを承諾し、また私の血液  

の検体の提供を含め医学的評価を受けることに同意します－〕私は、供血の過程の間に必要  

となる可能性がある、更なるまたは代替え的な手術措置または治療を承諾します 

β蒼βク好感者の署名  

私は上記の供血者ヘアフェレーシス手順の内容および関連する重要なリスクを説明し、彼  

／／彼女が関連する書類を読み理角草したことを、確証し圭す〔1  

屋硬二度凝ン1公爵音節の著者  

－6－   



6．献血者の年齢別割合（フランス（実献血者数）と米国（献血件数））  

フランス1995年  フランス 2006年  米国 2005年 圧・  
」横  

‾－t巨  

丁！二億  

．二；」三＄  

り  

フランス年間献血者1，500，000人  

年間献血件数2，5（I岬00件  

7．オーストラリアの年齢別回数別実献血者  

（ReviewofAtlStralia，sPlasmaFractionationArrangementsより）  
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8．献血ボランティア組織（フランス）  

FFt）Sl〕（公益法人フランス献血ボランティア連盟）  

献血ボランティアを一つの組織に編成する  

献血の推進（献血のリクルートおよび複数回献血に参加）  

国家および国際組織に対して献血者を代表する  

EF Sと連携し協力（EFS理事会に2席）  

地方委員会  

献血者を代表してHFS地域血液センターとの交渉や調整  

献血推進活動の地方レベルでの実施  

地域委員会（∴県単位）  

地域の採血場所の連絡  

地域レベルでの献血推進活動  

ボランティア養成活動、献血推進活動の実施、献血啓発文書の作成等  

ADSfi（献血ボランティア協会）各地域（県）毎に  

地域の人々に献血の有用件の情報を提供し、献血文化を育てる  

学生に献血の啓発  

緊急時の献血者動員   

地域の魅血場所の準備、献血▲者の受付、献血後の軽食の曜些などを行い、献血に参加  

献血者および支持者を地域ごとに結集し、活動を組織する  

－8－   
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